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令和８年度 

与那原町脱炭素普及啓発に関する企画運営委託業務 

公募型プロポーザル実施要領 

 

 

１．趣　旨 

この要領は「令和８年度与那原町脱炭素普及啓発に関する企画運営委託業務」を委

託するにあたり、委託業者を適正、公正に選択するため、企画提案（プロポーザル）

方式で、業者を決定し、業務を委託するために必要な事項を定めるものとする。 

 

２．事業の目的 

与那原町は、令和４年 11 月に環境省の脱炭素先行地域に選定され「みんなで創る地

域脱炭素社会と活気あふれる美らまち与那原～新しい未来へ綱げて～」を目標に、脱

炭素の取組を通して、稼ぐ力の向上や住民生活の質の向上を目指し、各種取組（以下、

「脱炭素先行事業」という。）を行っている。 

脱炭素社会の実現に向けては、住民・事業者が本事業の目的を理解・納得し、関係

者で一体となって取り組んでいくことが重要と考えている。 

そこで、本委託業務では、脱炭素先行地域事業の推進に必要不可欠である住民・事

業者から協力を得られるように、脱炭素先行事業をわかりやすく伝え、日々の生活や

事業活動における具体的な行動変容を促し、その定着を図ることを目的とする。

  

３．委託業務の内容 

別紙「令和８年度与那原町脱炭素普及啓発に関する企画運営委託業務」仕様書およ

び採用提案書の内容を踏襲し、業務を行うものとする。 

 

４．契約期間等 

　　（１）契約締結予定 

　 　本契約の締結は、審査結果を通知後 10 日以内に予定。 

　　（２）契約期日 

契約日より令和９年１月 29 日(金)までとする。 

 

５．委託金額の上限 

委託金額は、3,322,000 円以内（消費税込み）とする。 

【委託内容】 

住民・事業者を対象に脱炭素プロモーションイベント開催、普及啓発動画の定期配

信（広告出稿業務）、脱炭素へ行動変容を促すための自由な発想による独自の普及

啓発施策の提案・実施し、脱炭素先行事業をわかりやすく伝える。なお、実施に当

たっては、脱炭素先行地域計画提案書の達成に資するものとすること。 

 

６．事業実施期間 

令和９年１月 29 日(金)までに事業を終了し、報告書を提出する。 
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７．募集等における主なスケジュール 

（１）公 募 公 告　　　令和８年５月 20 日（水） 

（２）質問書提出締め切り　　　令和８年５月 26 日（火）17 時まで 

　　（３）質 問 回 答　　　令和８年５月 28 日（木） 

　　（４）参 加 表 明 書 提 出　　　令和８年６月１日（月）17 時まで 

　　（５）提案資格確認結果通知　　　令和８年６月４日（木） 

　　（６）提案書提出締め切り　　　令和８年６月 18 日（木）17 時まで 

　　（７）一 次 審 査 結 果 通 知　　　令和８年６月 22 日（月） 

　　（８）プレゼンテーション　　　令和８年６月 29 日（月）※予定 

　　（９）審 査 結 果 通 知　　　令和８年７月３日（金）※予定 

 

８．参加資格 

　　（１）参加資格 

　　　（ア）応募する事業者は、沖縄県内に本店・支店又は営業所を有している者であ

ること。 

　　　（イ）事業者は次に掲げる要件をすべて満たしていること。 

①参加表明書の提出期限において地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16

号）第１６７条の４第 1 項の規定に該当しない者及び同条第 2 項の規定に

基づく与那原町の入札参加制限を受けていないこと。 

②参加表明書提出期日以前 3 ヶ月以内に、手形交換所で手形若しくは小切手

の不渡りを出した事実又は銀行若しくは主要取引先からの取引停止等を

受けた事実がないこと。 

③会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）に基づく更正手続開始の申し立て

又は民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）に基づく民事再生手続開始の

申し立てがなされていない者であること。 

④暴力団（与那原町暴力団排除条例（平成 23 年条例第 17 号）第２条第１

号に規定する暴力団をいう。）又は暴力団員（与那原町暴力団排除条例第

２条第２号に規定する暴力団員をいう。）でないこと。 

⑤国税及び地方税の滞納がないこと。 

（ウ）過去 5 年間で同種または類似事例での業務経験を有していること。 

同種事例・・・脱炭素に関する運営業務等の業務 

類似事例・・・自治体による事業の周知に関する運営業務等の業務 

　　（２）共同提案の場合の資格等 

　　　　　　複数の事業者による共同事業体（JV）またはコンソーシアムを結成して共

同提案を行う場合には、次の事項に留意すること。 

　　　　　①必ず幹事社を決め、全提案者名を記載した参加表明書を提出すること。 

　　　　　②複数の事業者による共同事業体に所属すること、共同事業体に属しながら

単独で提案することはできません。 

③共同事業体を構成するすべての者が応募資格（ア）及び（イ）のすべての

要件を満たしていること。 

④幹事社は上記の資格に加え応募資格（ウ）の要件を満たしていること。 

 

９．参加表明書、質問書の提出 

（１）参加表明書の提出 

（ア）提出期限　令和８年６月１日（月）17 時まで（必着） 
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（イ）提出書類　以下の参加表明書および添付書類を与那原町役場企画政策課に

持参すること。また、参加表明に関する質問は随時メールにて

受け付けるものとする。 

①参加表明書（様式第２号） 

②参加資格チェックリスト（別紙２） 

③業務経歴書（別紙３） 

④会社概要書（任意様式：Ａ４版１枚）※以下の項目は必ず記載すること。 

・会社名 

  　 　　・本社（支社、事務所）所在地 

  　 　　・技術者数（プロデューサーおよび職員） 

  　 　　・営業種目 

・連絡先（担当者氏名、電話番号、E-mail アドレス） 

⑤登記簿謄本 

　　　　 　 ⑥納税証明書（国税及び地方税の納税を証明するもの） 

（ウ）提出先 

＜与那原町役場　企画政策課＞ 

〒901-1392 沖縄県島尻郡与那原町字上与那原 16 番地 3 階 

電　話 ：098－945－8881 

E-mail ：kikaku-seisaku@town.yonabaru.lg.jp 

（２）質問書の提出締め切り 

（ア）提出期限　令和８年５月 26 日（火）17 時まで（必着） 

（イ）提出書類　質問書（別紙４）を E-mail で 1 件につき 1 枚を提出すること。 

（ウ）提出先 

　＜与那原町役場　企画政策課＞ 

〒901-1392 沖縄県島尻郡与那原町字上与那原 16 番地 3 階 

電　話 ：098－945－8881 

E-mail ：kikaku-seisaku@town.yonabaru.lg.jp 

（エ）回答方法　質問に対する回答は、令和８年５月 28 日（木）までに実施し、

本町ＨＰに公開する。 

 

10．企画提案（プロポーザル）の参加業者の選定 

（１）企画提案（プロポーザル）参加業者の選定は前述「８．参加資格」の要件を 

　　　満たす業者の中から選出し、書類審査及び町長決裁を経て決定する。 

（２）参加表明書及び添付書類を審査の上、提案資格確認結果通知（様式第３号） 

　　　を令和８年６月４日（木）までに行う。 

（３）選定結果に対する異議申し立ては受理しない。 

 

11．企画提案書等の提出 

（１）提案資格確認結果通知にて参加可能とされた業者については、下記の企画提 

　　　案書等を提出する。 

（２）提出期限　令和８年６月 18 日（木）１７時まで（必着） 

（３）提出書類　以下の提出書類及び添付書類を与那原町企画政策課に郵送又は持

参すること。 

①企画提案書提出届（別紙５） 

②業務の実施体制（別紙６－１～２） 

mailto:kikaku-seisaku@town.yonabaru.lg.jp
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③配置予定責任者（統括責任者）（別紙７－１） 

④配置予定担当者（主任担当者・担当者）（別紙７－２） 

⑤企画提案書（プロポーザル）参加におけるＰＲ書（別紙８） 

⑥企画提案書　基本的な考え方と取組姿勢及び実施方法（別紙９） 

　　　　　　　　　　　・社名を表示し、代表者印を押印したもの　１部 

　　　　　　　　　　　・社名を表示し、代表者印を押印していないもの　１１部 

※「12．企画提案書への記載事項」のとおり。 

　　　　　　　　　　　　※提出は１業者１提案とする。 

⑦見積書（任意様式） 

総額の提示及び内訳を添付すること、各業務について、経費の　

名称、数量、単価、単位を明示すること。 

※見積書に関しては内訳、明細書に分けて作成すること。 

見積書の内訳は下記のとおりの項目でお願いします。また、明

細書につきましては項目の指定はありません。 

ア．直接人件費 

　　　　　　　　　　　　イ．直接経費役務費（謝金、旅費、印刷費、輸送費等） 

　　　　　　　　　　　　ウ．一般管理費 

注：③、④の配置予定者は、やむを得ない場合を除き変更でき 

ないものとする。 

（４）提出先　 

　　　　　　　　　　　＜与那原町役場 企画政策課＞ 

〒901-1392 沖縄県島尻郡与那原町字上与那原 16 番地 3 階 

　　　　　　　　　　　　電　話 ：098－945－8881 

 

12．企画提案書への記載事項 

別紙、業務委託仕様書の業務内容に基づき、概ね以下の内容を示すこと。なお、以

下の内容については、５．委託金額の上限の範囲内で実施すること。 

（１）基本的な考え方と実施方法（別紙９－１～２） 

　　　※業務工程及びスケジュールは別添（任意様式） 

業務工程及びスケジュールと、仕様書に記載されている各業務項目に対する基

本的な考え方及び実施方法を提示する。 

（２）与那原町脱炭素普及啓発に関する企画運営委託業務の内容（任意様式：A４ 

の場合は４ページ以内、A３の場合は２ページ以内） 

　　　　仕様書に記載されている目的を達成するため業務内容の提案を行う。 

　　　　なお、提案する際は次の事項を盛り込むこと。その他の事項については、必要

に応じて提案内容に盛り込むこととする。 

　　　　　　①全体実施計画（図面等により提案） 

　　　　　　②当該事業に係る人員配置案 

（できるだけ図面等により提案。①に含んでもよい） 

　　　　　　③統括責任者（プロデューサー）プロフィール 

 

13．企画提案書等の取扱について 

　　（１）企画提案（プロポーザル）に関して提出した書類等（以下、「企画提案書等」 

　　　　　という。）は、変更又は取り消しができないものとする。　　　　　　　　　 

　　（２）提出された企画提案書等は一切返却しない。 
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　　（３）企画提案書等の作成・提出等の一切の経費は、提案者の負担とする。 

　　（４）応募資格を有しない者が提出した企画提案書等は、無効とする。 

　（５）企画提案書等に虚偽の記載をした場合は、無効とする。 

　（６）企画提案書の提案者名は情報公開の対象とする。 

　　（７）応募した企画提案（プロポーザル）の著作権は、その応募者に帰属する。 

　　（８）採用した企画提案（プロポーザル）の使用権は、与那原町に帰属する。 

 

14．一次審査について 

　　（１）提出のあった企画提案書等については、事務局にて一次審査を行う。 

　（２）次の（ア）～（エ）の項目により事務局が審査を行い、令和８年６月 22 日 

（月）までに結果通知を行う。 

　　　　　審査結果に対する異議申し立ては受理しない。 

（ア）業務経歴・・・・・・・・・・配点：10／40 

（イ）業務実施体制・・・・・・・・配点：10／40 

（ウ）提案価格・・・・・・・・・・配点： 5／40 

（エ）企画提案の内容・・・・・・・配点：15／40 

　　（３）一次審査の通過業者は、評価点数が５割以上の上位３社までとする。 

 

15．プレゼンテーションについて 

提出された書類は、書類による審査を行い、必要に応じてプレゼンテーションを行 

う。その際には、事前に書面にて該当事業者へ連絡を行う。 

（１）企画提案書等について書類審査を行い、プレゼンテーションの対象とする応

募者をあらかじめ選定（３社以下）する。 

（２）プレゼンテーションの実施日時及び場所等の詳細については、後日連絡する。 

（３）プレゼンテーションの順番については、事務局にてくじ引きを行い、その結

果により決定する。 

　　（４）企画提案はパワーポイント等により実施し、別紙７－１又は様式別紙７－２

に記載された配置予定者のうち、統括責任者となる予定者がプレゼンテーシ

ョンを行う。出席者は３名以内とする。 

　　（５）プレゼンテーションの持ち時間は 20 分程度とし、その後 10 分以内で質疑応

答を予定する。 

　　　※プレゼンテーションにてパソコンを使用する場合は提案者側で準備すること。 

 

16．審査内容及び結果の通知 

　　次の一次審査（１）～（４）及びプレゼンテーション（５）の項目により採点・審 

　査を行い、後日速やかに審査結果を通知する。 

　　審査結果に対する異議申し立ては受理しない。 

（１）業務経歴・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・配点：10／100 

（２）業務実施体制・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・配点：10／100 

（３）提案価格・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・配点： 5／100 

（４）企画提案の内容(一次審査：書類）・・・・・・・・・・・配点：15／100 

（５）企画提案の内容（二次審査：書類・プレゼンテーション）配点：60／100 

別紙２「与那原町脱炭素普及啓発に関する企画運営委託業務」に関する提案評価審

査基準を参照 
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17．委託契約の締結権 

二次審査にて評価点数が５割以上かついずれの審査員においても「劣っている」評

価がされていない最高得点取得者（同点の場合には、提案価格が低い業者を決定する

もの）を業務契約の優先交渉権者として選定し、与那原町との委託契約の締結権を有

するものとする。 

 また、優先交渉権者が辞退を申し出た場合には、次点の業者を交渉権者とする。 

※契約内容及び金額については、選定業者の提案作業内容、見積書を精査し、双方協 

議の上決定する。 

 

18．受託者の責務 

　　（１）守秘義務 

受託者は、業務の遂行上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。 

また、業務実施に際しては企業としての中立を遵守すること。 

　　（２）再委託の禁止 

受託者は、本業務に係る全部を第三者に再委託することはできない。 

 

 

 

 

〈問合せ先〉与那原町企画政策課　合田・平良 

　〒901-1392　与那原町字上与那原１６番地 

　TEL　098－945－8881（直通） 

　E‐mail：kikaku-seisaku@town.yonabaru.lg.jp


